
 

◆ コミュニティバスの一部路線・時刻変更の実証運行スタート！ 

「コミュニティ施設条例等の一部を改正する条例」が制定されました！ 

 

さいたま市議会2月定例会は、2/11～3/20まで42日間の会期で開かれました。平成26年度予算で

は、これまで提案してきた、救急医療情報システムの導入・待機児童解消への多様な保育サー

ビスの推進・防災、減災対策・障がい、高齢福祉政策など推進することができました。 

編集後記 

さわやか通信  
 10 Vol. 

現在、岩槻区内を運行中のコミュニティバスの運行

ルートが、2月 3日より変更となりました。（変更箇所

は、左記の通り） 

新停留所として、岩槻北部公民館・小溝・小溝１丁

目入口の３カ所が加わり、岩槻北陵高校・徳力（前徳

力小学校）の２カ所の停留所が、移設されています。

これに伴い、時刻表も変更となっております。 

 

◆お問い合わせ：都市交通課 048-829-1053 

◆ 川通地区（やまぶきスタジアム隣り）にメガソーラー設置！ 
川通地区にメガソーラーが、設置されました。新エネルギー

政策の取組みの１つとして実施されたもので、約 24,300㎡の敷

地に 7,256枚の太陽光パネルが設置されております。 

年間の想定発電量は、約 1,864,300kＷｈ。一般家庭の約 500

世帯の消費電力量相当分を供給します。ＥＶ用急速・普通充電

器を公園利用者等へ無料開放することや、災害時に周辺地域へ

のエネルギーセーフティネットとして蓄電池が設置されていま

す。4月 1日より発電がスタートします。 

  ◆お問い合わせ：環境未来都市推進課 048-829-1457 

 

 

  ホール・ギャラリー 多目的ルーム他 会議室等 

予約開始時期 １２ヵ月前 ６ヵ月前 ３ヵ月前 

（利用料納入期限） （１カ月以内） （７日以内） （７日以内） 

キ
ャ
ン
セ
ル
時
期 

申請日～６カ月前 100%     

～５カ月前 

50% 
100% 

  

～４カ月前   

～３カ月前 
50% 

  

～２カ月前 

なし 

100% 

～１カ月前 
なし 

50% 

～当日 なし 

 

現行制度では、公共施設の予約

を確定させる為に、支払った施

設利用料金は、天災等のやむを

得ない場合を除き還付する規

定がありませんでした。 

これは、私が 2012年 2月の委

員会で「キャンセルの時期に応

じて、還付するべき。」と訴え

ていた課題でしたが、今議会で

条例が改正され、還付制度が導

入されました。 

●施設利用料金の還付制度が導入！(Ｈ26.10月～) 

 


